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130010 銃猟の制限の緩和
鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律第38条

　日出前及び日没後においては、銃器を使用した鳥獣の捕獲等（以下「銃猟」という。）を
してはならないとされている。

　日出前及び日没後においても、
一定の制限を設けるなかでカワウ
の銃器による捕獲を認める

　長浜市の琵琶湖上にある竹生島には、カワウの一大コロニーが
形成されており、湖魚の被害や糞害等による植生被害、また、国
宝を含む重要文化財保護への影響が深刻化している。毎年、銃
器による捕獲や追い払いをしているが、銃器での捕獲は、日出か
ら日没までという制限があるうえ、捕獲対象であるカワウは、繁殖
時期以外は、日出前に島を飛び立ち、日没後に帰ってくることか
ら、日中は、捕獲対象となるカワウが竹生島にいないのが現状で
ある。その為、効率的なカワウの捕獲ができず、被害は更に拡大
し、観光客へ被害を及ぼす可能性も懸念されることや、竹生島
は、花こう岩の一枚岩で出来ており、植生被害により地肌が露出
し、すでに一部では土石の流出も見られ、今後、竹生島全体が崩
落してしまう危険性もある。
　竹生島は観光客がいなくなれば、他の陸地等とは違い、無人と
なることから、竹生島が無人であることを確認した上で、日出前ま
たは日没後も30分～1時間前後の有視界に限り、銃器での捕獲を
認めていただくことで、効率的な捕獲ができるようになる。なお、従
事する捕獲員については、必要 少限の人数とし、経験年数、射
撃の技術や視力良好な者、射撃場での訓練実施も含め従事者を
選定することとし、捕獲には必ずリーダーとなる監督員も同行し、
常に無線等による連絡体制も整えることにより、安全を確保する
こととする。
　以上のことにより捕獲が可能となれば、湖魚の被害等の軽減、
そして何よりも「神を斎く島」として緑豊かな竹生島の再生が図ら
れ、広域的被害の軽減にも繋がる。

C Ⅰ

　日出前及び日没後は、狩猟の対象となる野生鳥獣をはっきりと判別することが困難であり、銃砲
の発射により人間に危害を生ずるおそれもあるので、鳥獣保護法第38条において、銃猟を使用した
鳥獣の捕獲等が禁止されている。
　長浜市の要望は、3月下旬から9月中旬にかけて日没後30分から1時間程度の間の薄明かりの中
で、竹生島の巣に戻るカワウを湖面及び島内より散弾銃で捕獲するとのことであるが、
①カワウは、全身が暗褐色であり、日没後の照度条件下では、明確にカワウを視認できず、弾丸が
カワウに命中したかどうかの確認や、死体の回収等が困難であるため、効果の検証が難しいこと
②カワウの視認ができない照度条件下で散弾銃を使用する場合、カワウを半矢にする可能性が高
く、いたずらに負傷した鳥を増やすおそれがあること
③個人の釣り人等が利用するプレジャーボートについては、全てを湖面から物理的に排除すること
は困難であること
④日没後の駆除についても、カワウに慣れが生じ、飛行位置を高く取るなど、すぐに順応する可能
性があることから、継続的な効果が見込めないこと
⑤捕獲の実施に伴う事故の発生に対する責任の所在に関して、現時点では明確でないこと
等から、人の生命に重大な危険を及ぼす可能性があるとともに、継続的で効率的な捕獲に繋がら
ないことから、ご提案については認めることができない。

　右提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　人の生命に重大な危険を及ぼ
す可能性があるとともに、継続的
で効率的な捕獲に繋がらないこ
とから、提案については認めるこ
とができないとの回答であるが、
日出前及び日没後において、竹
生島は無人であり、捕獲員につ
いても厳選し、必要 小限の人
数とすることにより、安全確保が
図れるものと考えます。カワウの
視認については、日出及び日没
時刻に対し、夜明及び日暮時刻
を参考にしても、３０分程度の時
刻差があり、その間については、
十分な視界が得られると考えま
す。また、少しでも捕獲効果があ
ることは、銃器捕獲に限らず実
施している状況であり、竹生島の
文化財や環境保全も含めた現地
実情をご勘案頂きたい。（詳細は
別紙）

C Ⅰ

　 国立天文台の定義によれば、日の出前や日の入り後の「薄明」と呼ばれる空がうす明るい状態のうち、日の出前・日の入り後
30分間程度にあたる「市民薄明」は「灯火なしで屋外の活動ができる」目安とされているが、カワウの捕獲のように遠距離に位置
する対象物を明確に視認できるほど十分な明るさであるかは不明である。また、作業時の天候等によって照度条件は大きく変化
することから、矢先の安全を確実に視認した上で(島内はともかく海上では、矢先について、人の安全の確認は確保されていない
と考える。)、カワウを１羽ずつ狙って発射するために十分な光量が確保できるとは言い難く、カワウを確実に捕獲することは困難
である。
また、このように矢先の確認が十分に行うことのできない射撃は、飛ぶことは出来ても傷ついた半矢のカワウをいたずらに増加さ
せることにもつながり、適正な鳥獣保護管理を推進する観点から問題である。
さらに、カワウが飛行位置を高く取るなど、すぐに順応することから、効果が持続できるとは考えにくい。
なお、本年度より当該地域で実施されているエアライフルによる駆除は、いたずらにカワウを傷つけることなく確実に捕殺してお
り、これまでの手法に比べ非常に効果的であると認識している。
本年度、当該地域で実施されている
① カワウが営巣するまでの間、エアライフルによる確実な捕殺による駆除
② 営巣中の散弾銃による追い払い効果も考慮した駆除
の手法を活用することで現在も効果的なカワウ対策が進められていることから、効果が不明確な手法を検討するよりもむしろ、効
果が明らかな対策を確実に推進すべきである。
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長浜市 滋賀県 環境省

130020 銃猟の制限の緩和
鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律第38条

　日出前及び日没後においては、銃器を使用した鳥獣の捕獲等（以下「銃猟」という。）を
してはならないとされている。

　現行法で規定されている日出前
及び日没後においては、銃器を
使用した鳥獣の捕獲等（以後「銃
猟」という。）をしてはならないとい
う「銃猟の制限」を、一定の要件を
満たしている場合に緩和し、日没
後から日没前までの銃猟を可能
とする。

　可猟地域内にある私有地において、実包の発射と着弾までが昼
間以上に当該私有地内で安全に行われるのであれば、代替措置
を持ってエゾ鹿に対しての夜間銃猟を可能にする。
【提案理由】
　エゾ鹿の生息数は50万～60万頭といわれており、林・牧草地・
畑での食害(農業被害額50億円:平成20年北海道)や自動車・列車
事故が多発(事故発生件数は1,206 件:平成18 年北海道)するな
ど、人々の生活との間で深刻な摩擦が生じている。危険猟法、ワ
ナなどの規制緩和が行われているものの、ことエゾシカに対して
は学習し逃避行動をとる特性があることから捕獲数が伸びていな
い。但し、交通事故の発生時間について昼夜を分けた場合、夜間
の発生が84％を占めている事より、エゾ鹿は夜間に頻繁に行動
する反面、夜間において警戒心が著しく薄れるという特性がある
ことがわかる。実際、警戒心が減退する夜間の場合には至近距
離までエゾ鹿に近づくことが出来ることから、欧米では鹿類に対し
て合法的に夜間銃猟が行われており、特に頭数管理においては
ミネソタ・アイオワ州で著しい効果を上げている。
【代替措置】
(1)発射位置と着弾位置の明確化及び夜間銃猟の責任の所在の
明確化として土地所有者から主務官庁への事前届出とし、着弾
位置における安全なバックストップの確保を要件とする。
(2)着弾エリアの視界に関しては、客観的な判断基準として住宅地
における道路照明基準(JIS Z9111－1988)である 3－5ルクスを採
用し、夜間銃猟の終始に常時3ルクス以上が確保されている機械
的な措置がとられている事を要件とする。

C Ⅰ

　日出前及び日没後は、狩猟の対象となる野生鳥獣をはっきりと判別することが困難であり、銃砲
の発射により人間に危害を生ずるおそれもあるので、鳥獣保護法第38条において、銃猟を使用した
鳥獣の捕獲等が禁止されている。
  現法制度下において昼間の銃器使用を続けていることで鳥獣に慣れが生じ、夜間に出没しやすく
なったことから、夜間に銃猟を行いたいという要望があるものと推測されるが、一方で、
①安全確保の面では、当該区域への人の立ち入りの有無を確認する方法がないこと
②着弾点の位置等、矢先を明確に認知することができないこと
③夜間に安全に射撃する技術、効果的に射撃する技術が確立されていないこと
から、人の生命に重大な危険を及ぼす可能性があるとともに、効率的かつ効果的な捕獲に繋がら
ない猟法は認め難いと考えている。
  また、提案理由を具体的に見ると、
①「発射位置と着弾位置を明確化する」とあるが、実猟において猟銃から発射された弾丸がどこに
着弾するかを実測した例はなく、天候、風向き、地形によって飛距離等も変化するため、確実な着
弾地点を示すのは不可能である。
②申請者がいう「住宅地における道路照明基準である3～5ルクス」は、4m先の人の顔の輪郭が識
別できる程度とされており、通常、数十～数百m先にいる鳥獣を射撃ができるとは考えられない。
③エゾシカの捕獲については、囲いわな、くくりわな等による捕獲が可能である他、阿寒町において
は大型囲いわなによるシカの大規模な捕獲など新たな取り組みが始まっており、危険性を排せない
夜間発砲による捕獲によらない捕獲技術もある。
　なお更に以下のような課題を検討する必要がある。
　事故等の発生に対する責任の所在を明確にしておく必要があること、さらに、実施に際しては、そ
の責任者等の判断によるものであることを明確にする必要がある。
　上記の他、効果的な夜間の駆除には、サイレンサー等が必要であるが、所持等については、銃砲
刀剣類所持等取締法において規制されていることから、当該法律に対する措置が必要となる。

　提案主体が安全の
確保を図るための具
体的な手法（例：流し
猟ではなく固定2地点
間を想定）を提示して
いることを含め、右提
案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、
回答されたい。
　なお、提案主体によ
れば、海外ではシカ
の夜間狩猟が有力な
手法として許容され
ているとのことである
が、その条件や日本
では同様の条件では
導入ができないと考
える理由など、貴省
のご知見を併せてご
教示されたい。

　当方からの安全性確保のため
の代替措置に対して示された安
全性に関する懸念について、別
添資料のとおり、解決策を提示
するので、それを踏まえて、再度
回答されたい。
　また、実施予定私有山林にお
いては、夜間に人の出入りが全
くないエリアとなっており、安全性
は昼間以上に確保されているも
のと考える。夜間銃猟実施に際
しての安全性をなお確保するた
めの代替措置について、腹案が
あれば提示されたい。

C Ⅰ

　申請者の提案については、
①　「６　関係省庁の懸念に対する具体的な解決方法」において、夜間の山林において安全かつ照度を確実に確保できる根拠は示されていな
い。
　　「サーチライトなどの方法により簡単に照度をあげることができる」とのことであるが、当該機器はピンポイントに一部を照らすものであり、
周囲の安全を確実に確保するのに十分な範囲を照らすことはできない。
②　「６　関係省庁の懸念に対する具体的な解決方法」において、人の立ち入りの有無を確実に確認する方法は示されていない。
　　「夜間の山林への侵入にはライトなどの照明器具を装備しなければならず、この照明により遠距離からの判別が可能である」とのことであ
るが、実際には、春期や秋期を中心に山菜採集等の目的で多くの者が入山しており、これらの者が遭難する事故も数多く報告されている。こ
のため、夜間、山林にいる者が必ずしもライトを装着しているとは限らず、遠距離から当該侵入者を確実に視認できるとは言えない。
③　「７　安全確保の措置の内容、責任主体」において、「土地所有者から主務省庁への事前届出」が提案されているが、土地所有者、捕獲実
施者及び届出を受理した機関の役割分担や届出先の機関が不明確であり、事故等が生じた際のそれぞれの責任の所在も明確にされていな
い。さらに、住民への周知方法や資格制度など申請者のみでは対応できない事項も数多く含まれている。
　これらに加え、
④　「７　安全確保の措置の内容、責任主体」において、「固定された二点間」で捕獲を行うとしているが、夜間に移動するエゾシカをどのように
効率的に捕獲できるのか根拠が不明である。
⑤　さらに、一次回答にもあるとおり、現場において確実な着弾位置を示すことは不可能である。（なお、昼間の銃猟においては、発射方向の
状況を視認でき、バックストップに着弾するよう射撃ができることから、特に問題とはならない。）
ことなどから、本提案は、流し猟であるか否かに関わらず、安全性の担保が確認できず、また、事業に伴う責任の所在も不明確であり、その
効果についても疑問があることから認めることができない。
　なお、申請者において、当該事業の実施が、被害防止の観点から発砲音によるシカの追い払い効果を期待するということであれば、夜間の
空砲による追い払いや爆音機の使用等、同様の効果が期待できる手法で対応願いたい。
　さらに、申請者は「世界的に見て夜間銃猟は通常である」と主張しているが、専門家によれば「米国等の一部で事例はあるが、一般的とは言
い難い」とのことである。
　また、夜間の銃猟を行っている米国等では、特別なライセンスを取得した者のみが、銃の発射音に対するシカの慣れの
発生を防ぐため、消音器（サイレンサー）等を使用して実施しているとのことである。（日本では銃刀法により消音器の使
用は禁止されている）。
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個人 北海道 環境省

130030
狩猟免許試験におい
て、試験項目の一部を
免除すること。

鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律第48条

　狩猟免許試験は、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う事とされてい
る。
①狩猟について必要な適性
②狩猟について必要な技能
③狩猟について必要な知識

　狩猟免許試験の実施項目にお
ける、「狩猟について必要な技能」
に係る課題の大部分は、銃器の
安全な取扱いについての項目で
あり、「銃砲刀剣類所持等取締法
第４条第１項第１号の規定による
許可を有している者」について
は、既に「銃砲の安全な取扱い」
はクリアしているところであり、当
該技能試験のうち、銃砲所持許
可の検定と重複する課題を免除
する。

　本県においては、ニホンジカ及びイノシシ等による農林業被害が
８億円を超える水準にあり、有害鳥獣捕獲や個体数調整を実施
するためには狩猟者の確保が喫緊の課題となっており、狩猟免許
所持者（特に第一種銃猟免許所持者）を増加させる必要がある。
　銃砲所持許可所持者に狩猟免許の取得を促していくために、単
に試験の得点配分の変更ではなく、既に他の法令で検査を受け
合格した試験課題を免除し受験者の負担軽減を図っていく必要
がある。

C Ⅰ

　 銃器を用いた狩猟において、一般人を巻き込んだ死亡事故を含む重大事故の発生等が依然とし
てある実態に鑑み、安全な狩猟を実現する上で、銃器の基本操作に関する事項である「猟銃の点
検・分解結合、保持及び携行」を始めとする一連の試験項目は、狩猟免許を所持するに足る技術を
有する者であるかを判断するために確実に確認すべき重要な項目であることから、試験項目を除
外することはできない。
　なお、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃の所持許可に係る技能検定は、猟銃の操作及び射撃
に関する技能を確認するものであり、一方、鳥獣保護法に基づく狩猟免許の技能試験は、野外で
実際に銃猟を発砲することを想定し、狩猟に必要な技能を備えているかどうかを判定するものであ
ることから、互いに異なる視点から試験項目が定められているところである。

　右提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　第一種狩猟免許試験につい
て、鳥獣の保護及び狩猟の適正
化の目的達成のため、野外で安
全な狩猟を想定した試験項目
（団体行動の場合の銃器の保
持・受け渡し、休憩時の銃器の
取り扱い等）を免除しようとする
ものではなく、銃刀法の銃砲所
持許可にかかる技能検定でも行
い、その技能確認された銃器の
基本操作のみを免除しようとす
るものである。銃器に関して安全
な取り扱いの実現を目的として
法令に基づき実施する試験（検
定）を２重に課す必要はないと考
える。なお、施行規則及び環境
省野生生物課長通知により技能
試験の検定項目が示されている
が、免除しようとする点検、分
解、結合等は「野外で実際に銃
器を発砲することを想定」した内
容ではない。

C Ⅰ

　銃器を用いた狩猟において、一般人を巻き込んだ死亡事故を含む重大事故の発生等が依然としてある実態に鑑み、安全な狩
猟を実現する上で、銃器の基本操作に関する事項である「猟銃の点検・分解結合、保持及び携行」を始めとする一連の試験項目
は、狩猟免許を所持するに足る技術を有する者であるかを判断するために確実に確認すべき基本的な項目であることから試験
項目から除外することはできない。
　さらに、当該試験項目に要する時間や実施者の負担は少なく、このような基本的で重要な項目を除外することが受験者の負担
軽減になるとは考えがたい。
　なお、鳥獣保護法に基づく狩猟免許の一連の技能試験は、野外で実際に銃猟を発砲することを想定し、狩猟に必要な技能を備
えているかどうかを判定するものである。
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130040

鳥獣保護区において、
特定鳥獣をわなにより
捕獲等をできることと
する

鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律第28条

　都道府県知事は、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、鳥獣の種類
や鳥獣の生息の状況を勘案して、鳥獣の保護のため重要と認める区域を県指定鳥獣保
護区として指定することができる。

　鳥獣保護区の全部又は一部に
ついて、都道府県知事が指定した
区域においては、シカなどの特定
の鳥獣(シカ、イノシシ)に関し、わ
なによる捕獲等を可能とする区域
を指定することができることとす
る。

　本県においては、ニホンジカ及びイノシシ等による農林業被害が
８億円を超える水準にある。このため鳥獣保護区の更新の際には
地元同意が難しい状況も生じている。
　有害鳥獣捕獲や個体数調整を実施しているが、なお適正数に
達しておらず、農林業被害を防ぎ、また鳥獣保護区を存続させる
ためにも、保護区内での狩猟期間中の「狩猟（安全面等を考慮
し、わなに限定）」による捕獲を推進し、当該特定鳥獣の個体数を
減少させる必要がある。（「特定休猟区」制度の「鳥獣保護区」版
をイメージしている。）

C Ⅰ

　鳥獣保護区は、鳥獣の大規模な生息地における鳥獣相の保護、渡り鳥や希少動物の生息地の
保護など、特に保護を図る必要があると認める地域について指定しているものであり、鳥獣保護区
内で狩猟を認めることについては、たとえ対象獣類や猟法を限定するものであっても、狩猟者の自
主的な捕獲行為により、当該区域に生息する様々な鳥獣の生息環境の攪乱に繋がるおそれがあ
り、鳥獣保護区の指定の目的達成に支障を及ぼすおそれがあることから、困難であると考える。
　なお、現行制度においても、鳥獣保護区にかかる区域で農林水産業等の被害が出ている場合、
鳥獣保護区における鳥獣の保護を図りつつ、当該鳥獣の適正な個体数調整の達成のために、区
域、期間、方法等について適切に調整をした上で許可を受け、有害鳥獣捕獲を行うことが可能と
なっているので、兵庫県においても適正に運用されたい。また、これまで、他の都道府県から同様
の要望等は提出されていない。

　右提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　本県のニホンジカ及びイノシシ
等による農林業被害は甚大であ
り、有害鳥獣対策は喫緊の課題
となっている。保護区内において
も有害鳥獣捕獲を実施している
が、なお適正頭数に達しておら
ず、有害鳥獣捕獲のみではなく
狩猟も含めた総合的な個体数減
少に向けた取り組みに迫られて
いることをご理解いただきたい。
本提案は狩猟免許を受けた狩猟
者が、指定した地域で特定の鳥
獣をワナにより捕獲するもので
あり、このことが許可を受けて行
う有害鳥獣捕獲と比べて当該保
護区に生息する鳥獣の生息環
境を攪乱するとは考えられない。
生息状況や被害の状況等は都
道府県一律ではなく、本県の実
情に応じた対応として特区提案
を認めていただきたい。

C Ⅰ

　鳥獣保護区は、狩猟を禁止すること等により、鳥獣の大規模な生息地における鳥獣の保護、渡り鳥や希少動物の生息地の保
護などの保護を図る区域である。鳥獣保護区内で狩猟を認めることについては、そもそも鳥獣保護区の指定の目的達成に支障を
きたすため、認めることができない。
　なお、現行制度においても、鳥獣保護区にかかる区域で農林水産業等の被害が出ている場合、鳥獣保護区において、鳥獣の
保護を図りつつ、当該鳥獣の適正な個体数調整の達成のために、区域、期間、方法等について適切に調整をした上で許可を受
け、有害鳥獣捕獲を行うことが可能となっているので、兵庫県においても適正に運用されたい。

1
0
2
6
0
8
0

兵庫県 兵庫県 環境省

130050

自然公園区域におけ
る風力発電施設設置
に係る規制の適用除
外

自然公園法第13条第3項
及び自然公園法施行規則
第11条第11項

　風力発電施設については、平成16年2月に、「国立・国定公園内における風力発電施
設のあり方に関する基本的考え方」をとして審査基準に盛り込むべき事項についてとり
まとめを行い、現在は自然公園法施行令第11条第11項に「風力発電施設の新築、改築
又は増築」として審査基準の明確化を図ったところである。

　国立公園内での風力発電施設
設置について、県が風車の設置
が周辺の風致・景観と調和すると
認められる場合(山稜線に設置す
る場合を除く）は、自然公園法の
風致景観に関する規制の適用を
除外する。

　本県では、2010年度の温室効果ガス排出量を2000年度から
６％削減することを目標として地球温暖化対策を進めており、その
対策のひとつとして、風力発電の出力を現在の43000kWから2010
年度までに10万kWまで増やす計画である。このため、よい風の条
件の得られる自然公園区域において、大規模風力発電施設の設
置を促進する。
＜提案理由＞
　本年９月の国連気候変動首脳会議において、わが国は2020年
度までに1990年度比で25%の削減を目指すと発表したことから、
今後、再生可能エネルギーへの移行は不可欠な状況である。そ
の方策の１つである風力発電施設の設置について、自然公園区
域であっても、風車のある風景をその土地の自然エネルギーを利
用した地球温暖化防止を象徴する風景ととらえ、自然公園法の風
致景観に関する規制の適用を除外すべきである。

C Ⅲ

　風力発電施設と風致景観との調和に対する当省の考えは、平成16年2月「国立・国定公園内にお
ける風力発電施設のあり方に関する考え方」のとおり、地球温暖化防止の観点も踏まえた上であっ
ても、大規模な風力発電施設は保全すべき自然景観に大きな影響を与える可能性があるため、自
然景観への支障、生物多様性への影響を回避・軽減する等の保全措置を講じる必要があるとされ
ており、審査基準に基づき個別に判断する必要がある。
　審査基準については、一層の明確化が求められていることから、平成21年度中に検討を行い、具
体的とりまとめを行うこととしている。

　右提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　平成21年12月７日から19日に
かけて行われた国連気候変動
枠組条約締約国会議（ＣＯＰ15）
において、わが国は2020年まで
に1990年比で25％の削減を表
明しており、今後更なる自然エネ
ルギーへの転換が不可欠となっ
ている。
　生物多様性等への影響につい
ては、関係法令に従い慎重に審
査すべき事項と考えるが、景観
については、山稜線上や保全す
べき自然景観等に重大な影響を
及ぼさず、風車の設置が周辺の
風致・景観と調和すると県が判
断する場合は、自然公園の風致
景観に関する規制を除外すべき
である。

C Ⅲ

　風力発電施設と風致景観との調和に対する当省の考えは、「国立・国定公園内における風力発電施設のあり方に関する考え
方」のとおり、地球温暖化防止の観点も踏まえた上であっても、大規模な風力発電施設は保全すべき自然景観に大きな影響を与
える可能性があるため保全措置を講じる必要があるとされ、審査基準に基づき具体的な計画に即して、個別に判断するものと考
えている。
　審査基準については、一層の明確化が求められていることから、平成21年度中に検討を行い、具体的とりまとめを行うこととして
る。
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130060
新エネルギーの利活
用の促進（バイオエタ
ノール）

大気汚染防止法第19条第
1項
大気汚染防止法第19条の
2第1項
大気汚染防止法第19条の
2第1項の規定に基づく、自
動車の燃料の性状に関す
る許容限度及び自動車の
燃料に含まれる物質の量
の許容限度告示
揮発油等の品質の確保等
に関する法律第13条第1項
揮発油等の品質の確保等
に関する法律施行規則第
10条
道路運送車両法第40条、
41条
道路運送車両の保安基準
第1条の2
道路運送車両の細目を定
める告示第3条

　自動車燃料の規格は、大気汚染防止法、道路運送車両法及び揮発油等の品質の確
保等に関する法律の３法律においてそれぞれ規格を定めているものであるが、道路運
送車両法及び品確法での燃料規格は、大気汚染防止法第19条第1項及び第19条の2第
2項の規定を踏まえて規格を制定しているものである。大気汚染防止法においては、大
気汚染防止の観点から、同法に基づく自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動
車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めており、エタノール分に係る規格につ
いては、含酸素率1.3％までを規定している。また、品確法及び道路運送車両法において
は、この大気汚染防止法に基づく燃料性状等許容限度に基づくとともに、加えて安全性
確保の観点から、バイオ燃料の混合濃度については、ガソリンについてはエタノール3％
（E3）まで、軽油については脂肪酸メチルエステル5％（B5）までと規定している。
　大気汚染防止法においては、同法に基づく自動車の燃料の性状に関する許容限度及
び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めており、エタノール分に係る規
格については、含酸素率1.3％までと規定しており、許容限度以上にバイオ燃料が混合さ
れた燃料については、これに対応していない車両に使用した場合は大気汚染への影響
があることから、認められていない。
  揮発油等の品質の確保等に関する法律（以下「品確法」という。）においては、国民生
活との関連が深い石油製品である揮発油、軽油、灯油及び重油について、消費者の利
益を保護することを目的として、石油製品の品質の確保等についての措置を講じてい
る。同法においては、大気汚染防止法第19条の2第2項の規定を踏まえて規格を制定し
ているものであるが、車両安全性及び大気汚染防止の観点から問題がない燃料性状を
規格として規定しており、バイオ燃料の混合濃度については、ガソリンについてはエタ
ノール3％（E3）まで、軽油については脂肪酸メチルエステル5％（B5）までと規定してい
る。エタノール含有量については、一般車両に高濃度アルコール燃料を導入した場合に
金属腐食及び火災のおそれがあるため、一般車両に使用して安全性状問題のない燃料
として3％上限を規定しているものである。

　バイオエタノールを10％混合し
たガソリン（E10）に対応した車が
広く公道を走行することを可能と
するとともに、E10の製造及びE10
対応車へのE10の供給を可能とす
る。

　バイオエタノールは、規格外小麦等から製造し、ガソリンと混合
して自動車用燃料として使用することができる。バイオマスから製
造するため、カーボンニュートラルであり、CO2の排出量削減に資
する。
　政府が「温室効果ガス排出量を1990年比で25％削減」を打ち出
されたところであるが、達成するためには、運輸部門のCO2排出
量削減は必須であることから、バイオエタノールの高濃度混合利
用の早期実施を提案する。
　なお、E10燃料はアメリカの諸州で義務づけられるなど既に海外
で普及しており、国内の自動車メーカーも技術的に対応済みであ
る。また、排出ガスについても実証実験の結果、法令に規定され
た許容限度を下回っていることが確認されているところ。
　E10を供給する自動車は、E10に技術的対応が可能なE10対応
車とするが、現状ではE10対応車として車両登録ができないため、
公道を走行することができないことから、車両登録を可能とするこ
とを提案する。
　なお、E10に対応していない車へのE10誤給油を防止するため、
給油機本体やノズルにE10であることを表示するとともに、給油口
の近くにE10燃料使用可能である旨を表示するなどの対策を講じ
る必要がある。

F Ⅲ

　バイオ燃料混合量の更なる高濃度化への対応の必要性を踏まえて、国土交通省では、平成19年
10月に自動車の安全性等を確保することを要件としてE10対応車の技術指針を定め、道路運送車
両法に基づく大臣認定による試験走行を可能とする制度を実施している。
　また、経済産業省では、揮発油等の品質の確保等に関する法律において、自動車の安全性や管
理体制等を確保することを要件としての規格外燃料の公道使用の認定制度（試験研究認定制度）
を実施している。
　現在、環境省の高濃度バイオ燃料実証事業として、北海道とかち財団や大阪府において、これら
の制度による認定を取得し、E10対応車の走行実証試験を実施している。
　今回の提案については、E10対応車の詳細について精査する必要等があるが、現行の道路運送
車両法に基づくE10大臣認定と揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく試験研究認定を取
得すれば公道の走行が可能であり、これまでの大臣認定申請実績を踏まえ、申請時におけるより
一層の提案主体の負担軽減を図って参りたい。
　なお、E10の試験研究用自動車以外の自動車への使用を可能とするため平成23年度に結論を得
ることを目指して関係省庁で連携しつつ所要の検討を進めているところであるが、更なる前倒しを
検討して参りたい。

　右提案主体からの
意見を踏まえ、実現
に向けた具体的なス
ケジュールを提示さ
れたい。

　”E10 の試験研究用自動車以
外の自動車への使用を可能とす
るため平成23年度に結論を得る
ことを目指して関係省庁で連携
しつつ所要の検討を進めている
ところであるが、更なる前倒しを
検討して参りたい。”とのご回答
をいただいたところであるが、温
室効果ガスの排出削減は喫緊
の課題であることから、早期に結
論をお出しいただくことを期待す
る。

Ｆ Ⅲ
　バイオエタノールを10％混合したガソリン（E10）の、現行の試験研究用自動車以外のE10対応自動車への使用を可能とするた
め、E10対応の車両及び燃料の規格内容について、平成22年度中に結論を得るべく検討を行う。
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　自動車燃料の規格は、大気汚染防止法、道路運送車両法及び揮発油等の品質の確
保等に関する法律の３法律においてそれぞれ規格を定めているものであるが、道路運
送車両法及び品確法での燃料規格は、大気汚染防止法第19条第1項及び第19条の2第
2項の規定を踏まえて規格を制定しているものである。大気汚染防止法においては、大
気汚染防止の観点から、同法に基づく自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動
車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めており、エタノール分に係る規格につ
いては、含酸素率1.3％までを規定している。また、品確法及び道路運送車両法において
は、この大気汚染防止法に基づく燃料性状等許容限度に基づくとともに、加えて安全性
確保の観点から、バイオ燃料の混合濃度については、ガソリンについてはエタノール3％
（E3）まで、軽油については脂肪酸メチルエステル5％（B5）までと規定している。
　揮発油等の品質の確保等に関する法律（以下「品確法」という。）においては、国民生
活との関連が深い石油製品である揮発油、軽油、灯油及び重油について、消費者の利
益を保護することを目的として、石油製品の品質の確保等についての措置を講じてい
る。同法においては、大気汚染防止法第19条の2第2項の規定を踏まえて規格を制定し
ているものであるが、車両安全性及び大気汚染防止の観点から問題がない燃料性状を
規格として規定しており、バイオ燃料の混合濃度については、ガソリンについてはエタ
ノール3％（E3）まで、軽油については脂肪酸メチルエステル5％（B5）までと規定してい
る。

　エタノール含有量については、一般車両に高濃度アルコール燃料を導入した場合に金
属腐食及び火災のおそれがあるため、一般車両に使用して安全性状問題のない燃料と
して3％上限を規定しているものである。また、バイオディーゼル含有量については、混
合率５％を超える燃料については、実際に車両に対する不具合も報告されており、この
ような燃料を使用して公道走行することは車両安全性及び大気汚染防止の観点から問
題があることから、５％上限を規定しているものである。したがって、同法の規格を越え
たバイオ燃料混合燃料の使用・販売は安全性及び大気汚染防止の観点から認められて
いない。
　一方で、バイオ燃料混合量の更なる高濃度化への対応の必要性を踏まえて、国土交
通省では、平成21年2月に、高濃度バイオディーゼル燃料使用者に対して、燃料、改造、
点検整備上の留意点等に関する助言、注意喚起を行う際の指導要領として、これまでの
バイオディーゼル燃料使用にかかる既存の情報・知見を体系的に整理した「高濃度バイ
オディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン」を策定する
とともに、経済産業省では、揮発油等の品質の確保等に関する法律において、自動車の
安全性や管理体制等を確保することを要件としての規格外燃料の公道使用の認定制度
（試験研究認定制度）を実施しており、これらによって、試験研究として規格外燃料の使
用は可能である。
　なお、高濃度バイオディーゼル混合燃料の試験研究については、現時点では、京都市
においてB20の試験研究認定を取得し実施しているところ。

130080 エコポイント宝くじ

刑法（第185条、第187条）
不当景品類及び不当表示
防止法
信託法
当せん金付証票法

　富くじの発売、富くじ発売の取次ぎ、富くじの授受の禁止。
経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収

し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。

　今回提案する「エコポイント宝く
じ（仮称）」とは、当選品付き抽選
券を、個人等が所有しているエコ
ポイントと交換で取得し、いずれ
かの応募者に環境配慮型商品を
配分するシステムです。
　現在、刑法の特例として、地方
財政資金の調達を目的に、都道
府県等に宝くじの発売が認められ
ているところですが、このエコポイ
ント宝くじについては、現金ではな
くエコポイントを抽選券と交換であ
り、環境貢献の観点から、関東圏
と関西圏において特区として認め
ていただきたい

　地球温暖化対策の１つの手段として提案させて頂くこのエコポイ
ント宝くじ創設は、当社の特許権を利用したシステムであり、個人
等から一定のエコポイントを協賛・拠出して頂き、一定の算出方法
で環境配慮型商品が寄贈されるというものであります。この算出
方式は現状行われている宝くじ方式、町内会などで利用されてい
るガラガラポン抽選方式と一緒です。
　エコポイント宝くじのシステムとしては、エコポイントとの交換によ
り抽選券を入手した応募者に、当選品としてエコカーや太陽光発
電システムなどの環境配慮型商品が当選するものです。また、応
募者から拠出されたエコポイントの一部を、幼児施設（保育所・幼
稚園等）などの公益的なエコ事業の促進に充てる予定です。全て
が【環境とエネルギー】分野で政府が進める低炭素社会の実現に
特化した事業形態で考えられております。

C Ⅰ

グリーン家電普及促進事業におけるエコポイントの交換商品等については、公募の際に提示した
条件に照らし適正な審査を行う観点から、第三者委員会でその適否について公正に判断している。

今回御提案いただいている交換商品についても、他の商品と同様に公募期間中に応募いただい
た上、第三者委員会でその適否について判断し、決定されるもの。

なお、エコポイントの交換商品としては、環境寄附及び環境配慮型製品を対象としているところで
あるが、エコ事業の促進等という本提案の事業目的に照らせば、現行どおり、環境寄附又は環境配
慮製品自体を交換商品とすれば足りるところであって、いたずらに射幸心を煽り、現行刑法上規制
されている方法をとり、注文可能な地域を限定する商品を導入するためのシステム変更等に係る国
費が必要なものであれば、そのような交換商品に特段の必要性・公益性は認められないと考える。

　右提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し、回答された
い。

　特区を通じて検討要請のポイ
ント宝くじ（仮称）の創設のビジネ
スの目的は、日本が世界に対し
て約束したＣＯ２－２５％排除す
る事を全国民が参画出来得る事
を目的とした国家的なビジネスモ
デルであり、貴省等３省が合意
の上で推進している新しいカタチ
のエコポイントも同じ目的であ
る。本事業の基本となるものは、
当社取得済みのビジネスモデル
特許であり、そのスキームに基
づいて提案したものであるが、貴
省よりの回答にありますグリーン
家電第三委員会提出打ち合わ
せ中に於いて、本企画が刑法等
に触れるのではないかとの意見
があり、特区を通じて関係各省
に対して検討要請したものであり
ます。法治国家に於いて事業開
始を提案起業する場合、当然法
律に触れないよう起案してありま
す。念のため申し添えます。

C Ｉ

　エコポイントの交換商品としては、環境配慮型製品や環境寄附などを対象としているところであるが、ＣＯ２削減という本提案の
事業目的に照らせば、そうした商品自体を交換商品とすれば足りるところであって、いたずらに射幸心を煽り、現行刑法上規制さ
れている方法をとり、注文可能な地域を限定する商品を導入するためのシステム変更等に係る国費が必要なものであれば、その
ような交換商品に特段の必要性・公益性は認められないと考える。
　なお、賭博、富くじの発売等については、法務省からの回答分類でＣとされているとおり、刑法により罰則が定められている。
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　バイオ燃料混合量の更なる高濃度化への対応の必要性を踏まえて、国土交通省では、平成21年
2月に、高濃度バイオディーゼル燃料使用者に対して、燃料、改造、点検整備上の留意点等に関す
る助言、注意喚起を行う際の指導要領として、これまでのバイオディーゼル燃料使用にかかる既存
の情報・知見を体系的に整理した「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防
止のためのガイドライン」を策定している。
　また、経済産業省では、揮発油等の品質の確保等に関する法律においては、自動車の安全性や
管理体制等を確保することを要件としての規格外燃料の公道使用の認定制度（試験研究認定制
度）を実施している。
　現在、環境省の高濃度バイオ燃料実証事業として、京都市において、この認定制度・ガイドライン
に基づき認定を取得し、B20の走行実証試験を実施している。
　今回の提案については、同ガイドラインを基に管理体制の整備を図るとされており、揮発油等の
品質の確保等に関する法律に基づく試験研究認定を取得すれば公道の走行は可能。
　なお、高濃度のバイオディーゼル燃料の試験研究用自動車以外の自動車への使用を可能とする
ことについては、車両安全性、排ガスへの影響等の技術的課題について検討を実施しているとこ
ろ。

　高濃度バイオディーゼル燃料の利用については、バイオディーゼルの品質安定化や車両安全性等数多くの課題があり、試験機
関での更なる実験や実証試験等による検討が必要と認識している。
　京都市による実証実験の結果については、１年ごとの報告を受け、こうした課題への対応について確認を行うこととなっている。
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　右提案主体からの
意見を踏まえ、実現
に向けた具体的なス
ケジュールを提示さ
れたい。

　”揮発油等の品質の確保等に
関する法律に基づく試験研究認
定を取得すれば公道の走行は
可能。”とのご回答であり、また、
ご指摘のとおり、京都市におい
て、Ｂ２０の走行実証試験が実施
されているところであるが、この
実証試験の結果は、いつ、どの
ような形で反映されることとなる
のかご教示いただきたい。

130070
新エネルギーの利活
用の促進（ＢＤＦ）

揮発油等の品質の確保等
に関する法律17条の7第1
項
揮発油等の品質の確保等
に関する法律施行規則第
22条第1項

　軽油へのバイオディーゼル燃料
（ＢＤＦ）の混合率の上限を20％と
する。

　ＢＤＦは、廃食用油から製造し、カーボンニュートラルである。軽
油と混合することにより自動車用燃料として使用することができ、
ＣＯ２の排出量削減に資する。
政府が「温室効果ガス排出量を1990年比で25％削減」を打ち出さ
れたところであるが、達成するためには、運輸部門のＣＯ２排出量
削減は必須であることから、ＢＤＦの高濃度混合利用の早期実施
を提案する。
　なお、自動車の安全性を確保するため、混合するＢＤＦについて
は、ＪＩＳ規格に合致したＢＤＦ（ニート）のみを使用する。また、管
理体制についても、「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用によ
る車両不具合等防止のためのガイドライン(指導要領）」を基に、
自動車管理マニュアルを作成し、適切にエンジンオイルや燃料
ホースの点検を行うなど管理体制の整備を図る。
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